
１．目的

２．契約の範囲

３．機器の仕様及び購入台数

４．運送及び保管

５．保障及び保守

６．契約保証金
　

７．入札価格

８．その他
　

仕　　　様　　　書

本仕様書は、壱岐市（以下「発注者」という。）における別表１の機器購入について、必要な仕
様を定めるものとする。

①本契約の範囲は、機器の売買、搬入、調整、保守及び発注者に対する諸手続きを含むものとす
る。
②本仕様書に明示のない事項であっても機能上、社会通念上当然必要と思われるものについて
は、請負者（以下「受注者」という。）において補足するものとする。

①別表１に掲げる機器を導入とすること。

別表１

物品名 規格 数量

②機器の納入は、別表２に掲げる期日までに同表に掲げる場所へ行うものとする。

受注者は、発注者に引き渡しをするまでの間、機器機材の運送、搬入、保管等に生じた事故につ
いてその責任を負うものとする。

①受注者は、納入したすべての機器等を常に良好な状態に保つために、保守体制、連絡先等を発
注者に提示すること。
②保守は、納入後発注者の使用者における重大な過失における故障以外のすべてを対象とし、
メーカーが定めた保障期間内における機器の故障に対応すること。
③機器の故障の際は、修理（引取り修理）を実施すること。なお、パーツ等を交換が必要な場合
は、受注者が行うものとする。

壱岐市財務規則に準ずる。

令和8年12月28日 壱岐市役所（郷ノ浦庁舎）

別表２

納入期限 納入場所

ターミナルアダプター WMTA2.0F 200

入札価格は、機器購入及び納品に係る費用及び保守（メーカーが定めた保障期間）を含めた額
（税抜）を記入すること。

本仕様書に記載のない事項又は記載事項に疑義が生じた場合は、発注者と受注者において協議す
るものとする。
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